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徳島県情報公開審査会答申第徳島県情報公開審査会答申第徳島県情報公開審査会答申第徳島県情報公開審査会答申第１１８１１８１１８１１８号号号号

第第第第１１１１ 審査会審査会審査会審査会のののの結論結論結論結論

徳島県警察本部長の決定は，妥当である。

第第第第２２２２ 諮問事案諮問事案諮問事案諮問事案のののの概要概要概要概要

１１１１ 公文書公開請求公文書公開請求公文書公開請求公文書公開請求

平成２３年３月２９日，審査請求人は，徳島県情報公開条例（平成１３年徳島県条

例第１号。以下「条例」という ）第６条第１項の規定に基づき，徳島県警察本部長。

（以下「実施機関」という ）に対し，下記７項目についての公文書公開請求を行っ。

た。

１ 徳島自動車道○○インター出入り口信号交差点から○○方（○○方面）約○○ｍ

（ （ 。）地点○○側 ○○と思われる場所に自動車○○台 うち○○台は○○とみられる

が置かれている）で平成○○年○○月○○日に交通取り締まりを行ったことを示

す書類

２ もし取り締まりをしていたならば，その開始時間と終了時間を示す書類

３ もし取り締まりをしていたならば，その際の県内ナンバー，県外ナンバー別の検

挙台数を示す書類

４ １の地点で交通取り締まりを一番当初に開始した時期，及びその場所を選定した

理由を示す書類

５ １にいう自動車○○台があることを知りながら，一番当初に交通取り締まりをし

た時期を示す書類

６ 徳島県主要国道の１地点，一定時間内における，県内ナンバー，県外ナンバー別

の通行台数を示す書類

７ ○○市内国道○○号の１地点，一定時間内における，県内ナンバー，県外ナンバ

ー別の通行台数を示す書類

２２２２ 実施機関実施機関実施機関実施機関のののの決定決定決定決定

実施機関は，上記請求に対して，次の３件の決定処分を行い，審査請求人に通知し

た。

(1) 上記請求中「１～５ （以下「本件請求」という ）について，平成２３年４月」 。

１１日付け徳交指第１１７号により 「本件請求は，特定の場所で交通取締りが行，

われたことを前提とする公開請求であるが，交通取締りの具体的な実施場所に関

， ， ，する情報については 公にすることにより 違法若しくは不当な行為を容易にし

若しくはその発見を困難にするおそれのある情報であることから，条例第８条第

４号に該当するとともに，公にすることにより，将来の犯行を容易にし，又は犯

罪の鎮圧を困難ならしめる情報であることから，条例第８条第５号にも該当する

ものである。よって本件公開請求に対しては，対象となる公文書の存否を答える
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だけで，条例第８条第４号及び第５号に規定する非公開情報を公開することとな

る」ことを理由に，条例第１１条の規定により，公文書公開請求拒否決定処分(以

下「本件処分」という ）を行った。。

(2) 上記請求中「６」について 「車両検問票」を特定し，平成２３年４月１８日付，

け徳地第１３０号，徳通指第７９号，徳捜一第２４６号，徳交指第１３０号によ

り，公文書部分公開決定処分を行った。

(3) 上記請求中「７」について，平成２３年４月１８日付け徳地第１３１号，徳通

指第８０号，徳捜一第２４７号，徳交指第１３１号により公文書公開請求拒否決

定処分を行った。

３３３３ 審査請求審査請求審査請求審査請求

平成２３年５月２６日 審査請求人は 本件処分を不服として 行政不服審査法 昭， ， ， （

） ， （ 「 」和３７年法律第１６０号 第５条の規定に基づき 徳島県公安委員会 以下 諮問庁

という ）に対して審査請求を行った。。

４４４４ 諮問諮問諮問諮問

平成２３年６月３０日，諮問庁は，徳島県情報公開審査会（以下「当審査会」とい

う ）に対して，当該審査請求につき諮問（以下「本件事案」という ）を行った。。 。

第第第第３３３３ 審査請求人審査請求人審査請求人審査請求人のののの主張要旨主張要旨主張要旨主張要旨

１１１１ 審査請求審査請求審査請求審査請求のののの趣旨趣旨趣旨趣旨

審査請求の趣旨は，公文書公開請求拒否決定処分を取り消すとの裁決を求める，と

いうものである。

２２２２ 審査請求審査請求審査請求審査請求のののの理由理由理由理由

審査請求人から提出された審査請求書及び意見書の主張を要約すると，審査請求の

理由は，概ね次のとおりである。

(1) 条例第８条第４号及び第５号は主として，公にすることにより将来的な違法行

為，犯行に影響を及ぼす恐れがある情報について，非公開とするということであ

り，今回の請求のようなある一時点の交通取締りがあったかどうかのみの存否を

確認していることについては，公開しても何ら問題はなく，これらの条文を非公

開の根拠とすることは疑わしい。

(2) 条例第８条第４号該当性について

交通取締りは「条例第８条第４号イ」の取締りに該当すると述べているが，麻

薬取締り，賭博取締り，密輸取締り等の刑法犯に類する取締りと混同しているの

ではないのか。

これらの故意犯で刑法犯に類するものであれば，いつ取締りをするかなどを公
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開できないことは当然である。

しかし，今回の審査請求の第１項目目は，ただ単に当該場所で特定の日に交通

取締りをしたか否かのみの請求であり，これらのものと同一に解釈するのは甚だ

疑問である。

交通取締りは当然，公の場所でやっており，公開でやっていることなので，一

般には周知の事実と考えてもいいのではないか。

その意味で，交通取締りを行ったことが事実ならば，なぜ非公開情報となるの

か。

過去の取締情報であっても，将来の取締場所が推測されることや仮に公開する

と交通取締りの実施場所（以下「取締場所」という ）一覧が作成でき，違法若し。

くは不当な行為を容易にするおそれが生じることから非公開情報に該当するとい

っている。

実施場所一覧を見て交通法規を遵守する，反対にいえば違法行為が少なくなる

ことが，なぜいけないのか。

仮に，情報公開になったとして，情報公開請求をした者が一覧表を作成したと

， 。しても 不特定多数の自動車等の運転者がいる交通取締りに何の支障があるのか

ごく一部の一覧表を見たものが交通法規を順守した，としてもどこがいけない

のか。

また，選定された場所は交通事故の抑止対策等として将来的にわたり継続的に

取締りを実施していくことが多いことから，ともいっているが，ということは，

取締場所の地元の方は交通取締りについては，十分承知することになり情報公開

と同一ではないのか。

ということは，事情の知らない他地域の方や他県民だけが取締り対象となるの

ではないか。

(3) 条例第８条第５号該当性について

処分理由は，交通取締りは，道路交通法等の犯罪の予防及び鎮圧等を目的とし

て実施されるものであることから，本号の対象となる事務であるとし，一覧表が

作成された場合，これらの犯罪を助長するおそれが認められることから，非公開

情報に該当するといっている。

「 ，道路交通法等の犯罪の予防及び鎮圧等を目的として実施されるといいながら

一覧表が作成された場合，これらの犯罪を助長するおそれが認められること」と

いうことは，(2)に述べた刑法犯に類する取締りと違うのはまさにこのことではな

いのか。刑法犯は情報を公にすることにより，犯罪の予防に支障を及ぼすおそれ

があるということで非公開情報となるのであろうが，処分理由にいう「これらの

犯罪を助長するおそれが認められること」とはどのような意味なのか。

一覧表の作成により「これらの犯罪を助長するおそれが認められること」とは

反対なこととなるのではないか。一覧表を見たものは交通法規を遵守し犯罪を起
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こさないということではないのか。それではいけないのか。

それとも，極端にいえば，通行速度を順守しては困る，スピード違反を多く捕

まえる，ということか。

第第第第４４４４ 諮問庁諮問庁諮問庁諮問庁のののの説明要旨説明要旨説明要旨説明要旨

諮問庁から提出された理由説明書及び口頭による理由説明を要約すると，本件処分

の理由については次のとおりである。

(1) 本件請求について

本件請求は，いずれも「特定の場所で交通取締りが行われたこと」を前提とす

るものであるが，交通取締りの具体的な実施場所については，条例第８条第４号

及び同条第５号に規定する非公開情報に該当する情報である。

(2) 条例第８条第４号（事務又は事業の遂行に関する情報）該当性について

交通取締りは，警察法第２条に警察の責務として規定されており，県警察が行

う取締りであることから，条例第８条第４号イに該当し，本号の対象となる事務

である。

交通取締りは，交通死亡事故を始めとする交通事故を減らし，人命を守ること

を目的としている。

取締場所は，無制限に選定できるものではなく，交通事故の発生状況，道路環

境を阻害する行為の有無，地域住民の被る迷惑の度合い，危険性が高い交通違反

の発生頻度，地域住民等からの取締要望の状況，取締機材の設置場所の有無，停

止・取調場所の安全性の確保の可能性，違反の正確な立証作業の実行確実性，違

反車両の安全な誘導空間の有無，道路交通への影響の度合いその他道路環境等の

要件充足性を総合的に検討し，安全かつ効果的な取締りが実施できると判断され

る場合に限り選定されるものであることから，必然的にその選定は限定的かつ固

定的にならざるを得ない。

このようにして選定された取締場所は，交通事故の抑止対策等として将来にわ

たり継続的に取締りを実施していくことが多いことから，たとえ公開請求された

時点においては過去の取締情報であっても，将来の取締場所が推測されることと

なる。

したがって，仮に取締場所の公文書公開請求がなされた場合にこれを公開する

とした場合，県内の交通規制箇所全てに関する取締情報を取得することが可能と

なり，ひいては，取締場所一覧を作成することが可能となって，違法若しくは不

当な行為を容易にするおそれが生じることから，当該情報が本号に規定する非公

開情報に該当することは明らかである。

(3) 条例第８条第５号（犯罪の予防等に関する情報）該当性について

交通取締りは，道路交通法違反等の犯罪の予防及び鎮圧等を目的として実施さ
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れるものであることから，本号の対象となる事務である。

そしてその実施場所は，限定的かつ固定的にならざるを得ない性質のものであ

り，これを公開するとした場合，取締実施場所一覧の作成が可能となって，それ

以外の場所での暴走行為，速度違反，飲酒運転等の交通違反を助長するおそれが

認められることから，当該情報が本号に規定する非公開情報に該当することは明

らかである。

(4) 条例第１１条（公文書の存否に関する情報）該当性について

本件請求は，いずれも「特定の場所で交通取締りが行われたこと」を前提とす

るものであることから，これが請求に対し，仮に対象公文書が存在しており，そ

の存在を明らかにした場合，当該場所で交通取締りを行ったということを明らか

にする結果となり，ひいては，条例第８条第４号及び第５号に規定する非公開情

報を公開することとなることから，本条に該当することは明らかである。

第第第第５５５５ 審査会審査会審査会審査会のののの判断判断判断判断

当審査会は，本件事案について審査した結果，次のとおり判断する。

１１１１ 基本的基本的基本的基本的なななな考考考考ええええ方方方方についてについてについてについて

本件請求は，特定の日に特定の場所で交通取締りが行われたことに関する公文書の

公開を求めるものである。

これに対し実施機関は，交通取締りの具体的な実施場所については，条例第８条第

４号及び第５号に該当することを理由とし，条例第１１条の規定に基づき本件処分を

行ったものである。

そこで，当審査会では，本件請求が条例第８条第４号及び第５号並びに第１１条に

該当するかどうか検討する。

２２２２ 条例第条例第条例第条例第８８８８条第条第条第条第４４４４号号号号（（（（事務又事務又事務又事務又はははは事業事業事業事業のののの遂行遂行遂行遂行にににに関関関関するするするする情報情報情報情報））））該当性該当性該当性該当性についてについてについてについて

(1) 条例第８条第４号について

本号は，県をはじめとする行政機関等が行う事務又は事業の適正な遂行を担保

する観点から，公にすることによってこれを阻害するおそれのある情報を非公開

情報として定めたものである。

県をはじめとする行政機関等が行う事務又は事業は広範かつ多種多様であり，

非公開とすべき事項をすべて網羅することはできないので，事務事業の内容・性

質に着目した上でグループ分けをし，そのグループごとに典型的な支障を例示と

してイないしホに列挙したものであり，イにおいて 「監査，検査，取締り又は試，

験に係る事務に関し，正確な事実の把握を困難にするおそれ又は違法若しくは不

当な行為を容易にし，若しくはその発見を困難にするおそれ」と規定している。

， ，したがって 本号により非公開となる情報はこれらに限定されるものではなく
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これら以外にも請求対象となった事務又は事業の性質上，公にすることによりそ

， 。の適正な遂行に支障を及ぼすおそれのあるものがあれば 広く本号の対象となる

ここで 「当該事務又は事業の性質上」とは，当該事務又は事業の目的，その目，

的達成のための手法等に照らし，その遂行に支障を及ぼすおそれがあるかどうか

を判断する趣旨であり 「当該事務又は事業」には，同種の事務又は事業が反復さ，

れる場合の将来の事務又は事業も含まれる。

また 「適正な遂行に支障を及ぼすおそれ」の判断については，実施機関に広範，

な裁量権限を与える趣旨ではなく，当該事務又は事業の性質に照らし客観的に判

断することが必要である。

そして，本号に該当する「支障を及ぼすおそれ」は，条例第８条第２号の「お

それ」とは異なり，当事者としてその程度を判断できるのであるから 「支障」の，

程度は名目的なものでは足りず実質的なものが要求され 「おそれ」の程度も単な，

る抽象的な可能性では足りず，法的保護に値する蓋然性が要求されるものと解さ

れる。

(2) 取締場所の本号該当性について

ア 取締場所について

交通取締りについて，審査請求人は「麻薬取締り，賭博取締り，密輸取締り

」 ，等の刑法犯に類する取締りと混同しているのではないのか と主張しているが

交通取締りは，警察法第２条に警察の責務として規定されており，県警察が行

う取締りであることから，取締場所に関する情報は，条例第８条第４号に規定

する「県の機関が行う事務又は事業に関する情報」と認められる。

そして，取締場所については，平成２１年１月１４日付け徳島県情報公開審

査会答申第５８号（以下「先例答申」という ）で次のように判断している。。

「交通事故の発生状況，道路環境を阻害する行為の有無，地域住民の被る迷

惑の度合い，危険性が高い交通違反の発生頻度，地域住民等からの取締要望の

状況，取締機材の設置場所の有無，停止・取調場所の安全性確保の可能性，違

反の正確な立証作業の実行確実性，違反車両の安全な誘導空間の有無，道路交

通への影響の度合いその他道路環境等の要件充足性を総合的に検討し，安全か

つ効果的な取締りが実施できると判断される場合に限り，集団取締りの場所と

して選定されるものであり，必然的にその選定は限定的かつ固定的にならざる

を得ない。

このように，集団取締りにおける取締場所の選定に相当程度の制約があるこ

とに鑑みれば，一度選定された取締場所にあっては，将来にわたり継続的に集

団取締りが実施される可能性が高いであろうことは容易に推測されるところで

， ， ，あり 同時に 現在集団取締りの取締場所に選定されていない場所にあっては

将来にわたり集団取締りが実施される可能性が低いであろうことも，容易に推

測されるところである。
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仮に，取締場所の公文書公開請求がなされた場合にこれを全て公開すること

とした場合，県内の交通規制箇所全てに関する取締情報を取得し，これを組み

合わせることにより，県内集団取締り実施場所一覧を作成することが可能とな

る。それは同時に，県内の交通規制箇所のうち，将来にわたり集団取締りが実

施される可能性が低い箇所の一覧が作成可能となることをも意味するものであ

る 」。

当審査会において，再度この点を検討した結果，先例答申における判断を変

更すべき特段の事情を認めることができないため，先例答申と同一の結論に至

った。

イ 本号該当性について

上記のとおり，取締場所の選定には相当程度の制約があり，取締場所一覧表

の作成が同時に，交通取締りが実施される可能性が低い場所の一覧の作成を意

味することとなる以上，その情報を知り得た者が，交通取締りが実施される可

能性が高い場所でのみ制限速度で走行し，それ以外の場所では制限速度を超え

て走行するなどの取締りを回避する行動を取ることは十分に考えられる。

そして，それらの行動により，交通取締りの効果が損なわれることは容易に

推測されるところであり，その結果，交通死亡事故を始めとする交通事故を減

らし，人命を守るという交通取締りの目的達成に支障を及ぼすおそれがあると

認められる。

以上のように，取締場所を公にすることは，取締りに係る事務に関し，違法

若しくは不当な行為を容易にし，若しくはその発見を困難にするおそれがある

ことから，本号イに該当するとした実施機関の判断は妥当である。

３３３３ 条例第条例第条例第条例第８８８８条第条第条第条第５５５５号号号号（（（（犯罪犯罪犯罪犯罪のののの予防等予防等予防等予防等にににに関関関関するするするする情報情報情報情報））））該当性該当性該当性該当性についてについてについてについて

(1) 条例第８条第５号について

本号の趣旨は，公共の安全と秩序の維持を確保する観点から，犯罪の予防，鎮圧

又は捜査，公訴の維持，刑の執行など刑事法の執行を中心とした公共の安全と秩序

の維持に係る情報について，公にすることによりこれに支障を及ぼすおそれがある

と実施機関が認めることにつき相当の理由がある情報を非公開情報として定めたも

のである。

本号に該当する情報は，その性質上，公にすることにより支障を及ぼすおそれが

あるかどうかの認定に，犯罪等に関する将来予測としての専門的・技術的判断を要

するなどの特殊性が認められる。したがって 「実施機関が認めることにつき相当，

の理由がある情報」と規定することにより，本号該当性については，司法審査の場

において，実施機関の第一次的判断が尊重され，その判断が合理性を持つ判断とし

て許容される限度内であるかどうかについて審理・判断されるものであることを法

文上で明らかにしたものである。
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(2) 取締場所の本号該当性について

取締場所の本号該当性については，先例答申において次のように判断している。

「仮に，取締場所の公文書公開請求がなされた場合にこれを全て公開することと

した場合，県内の交通規制箇所全てに関する取締情報を取得し，これを組み合わせ

ることにより，県内集団取締り実施場所一覧を作成することが可能となる。それは

同時に，県内の交通規制箇所のうち，将来にわたり集団取締りが実施される可能性

が低い箇所の一覧が作成可能となることをも意味するものである。

確かに，審査請求人が主張するように，交通違反取締りは，交通違反の予防を目

的とするものであるから，取締りが実施される場所が推測されれば，当該場所にお

ける交通違反はむしろ減少する可能性が高いとも思われる。

しかし，前述のとおり，取締場所を公開することは，同時に取締場所に選定され

ていない場所を公開することに等しいものである点に鑑みれば，取締場所以外の場

所における交通違反を助長する危険性が生じることもまた，容易に推測されるとこ

ろである。

したがって，取締場所を公開することにより，当該取締場所以外での交通の安全

と円滑を確保することが困難となることを理由に非公開とした実施機関の判断は，

十分に合理性を持つ判断として許容される限度内のものである。

， ， 。」以上により 取締場所が本号に該当するとした実施機関の判断は 妥当である

当審査会において，再度この点を検討した結果，先例答申における判断を変更す

べき特段の事情を認めることができないため，先例答申と同一の結論に至った。

４４４４ 条例第条例第条例第条例第１１１１１１１１条条条条（（（（公文書公文書公文書公文書のののの存否存否存否存否にににに関関関関するするするする情報情報情報情報））））該当性該当性該当性該当性についてについてについてについて

(1) 条例第１１条について

本条の趣旨は，公開請求の拒否処分の一態様として，請求に係る公文書の存否自

体を明らかにすることによって非公開情報として保護すべき利益が害される場合，

公文書の存否を明らかにしないで当該請求を拒否することができる旨を定めたもの

である。

実施機関は，公開請求があったときは，当該請求が条例第７条各号に該当すると

きを除き，対象公文書を特定した上で，当該公文書に記録された情報が条例第８条

， 。各号に規定された非公開情報に該当しない限り 公開決定を行わなければならない

しかしながら，例外的に，記録された情報内容のほかに文書の存否自体が意味を

持ち，それを明らかにすることによって条例第８条各号の非公開情報の保護法益を

侵害することになる場合が想定される。本条は，このような場合に対応するため，

実施機関に公文書の存否について回答を拒否できることとするものである。

(2) 本条該当性について

上記「２」及び「３」のとおり，取締場所に関する情報は，条例第８条第４号及
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び第５号に規定する非公開情報に該当すると認められる。

特定の場所で交通取締りが行われたことに関する公文書の存否を明らかにした場

合，当該場所で交通取締りを行ったということを明らかにすることとなり，条例第

８条第４号及び第５号に規定する非公開情報を公開することとなることから，本条

に該当すると認められる。

以上のことから，本件決定を行った実施機関の判断は妥当である。

５５５５ 審査請求人審査請求人審査請求人審査請求人のそののそののそののその他他他他のののの主張主張主張主張についてについてについてについて

審査請求人のその他の主張については，当審査会の判断を左右するものではない。

６６６６ 結論結論結論結論

当審査会は，本件事案を厳正かつ客観的に検討した結果，冒頭の「第１ 審査会の

結論」のとおり判断する。

第第第第６６６６ 審査会審査会審査会審査会のののの処理経過処理経過処理経過処理経過

本件事案に係る当審査会の処理経過は，次のとおりである。

年 月 日 内 容

平成２３年 ６月３０日 諮問

７月２８日 実施機関からの理由説明書を受理

８月３０日 審査請求人からの意見書を受理

１０月２０日 審議（第９２回審査会）

１１月１１日 諮問庁からの理由説明の聴取，審議

（第９３回審査会）

１２月１５日 審議（第９４回審査会）

平成２４年 １月１９日 審議（第９５回審査会）
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